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整理番号

パスワード

※ 整理番号・パスワードは、オンラインでの回答
　　の際に必要となります。詳しくは、別紙「オン
　　ラインでの回答手引き」をご覧ください。

厚生労働省年金局
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利用を開始するとき（ログインから連絡先の登録）

①政府統計オンライン調査総合窓口への接続

（１）「政府統計オンライン調査総合窓口」

（https://www.e-survey.go.jp/）にアクセスします。

（２） をクリックします。

② ログイン

ログイン情報（調査対象者ID、パスワード）を入力し、

下部の をクリックします。

・政府統計コード：

・調査対象者ID

・パスワード

同封の調査票に
記載されています。

調査対象者ID（５桁の数字）

パスワード（８桁の英数）

9 n j f  または 9 N J F

※ 調査名から選択する場合はこちらをクリックし、

厚生労働省の 障害年金受給者実態調査 を選択

すると、政府統計コードが自動的に入力されます。

※ ２回目以降にログインする場合、

パスワードはご自身で設定したものを入力してください。

パスワードを忘れてしまった場合は、10ページ目の

変更したパスワードを忘れてしまった場合 をご参照ください。
     

①

②

https://www.e-survey.go.jp/
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③初期パスワードの変更

※本画面は初回ログイン時に表示されます。

２回目以降にログインした場合は、⑤連絡先情報の確認

の画面が表示されます。

（２）パスワードを入力したら、 を

クリックします。

２カ所とも同じパスワードを入力

④連絡先情報（メールアドレス）の登録

（１）パスワードの変更画面から、ご自身で任意のパスワードを

設定してください。

パスワードは、アルファベット、数字をそれぞれ１文字以上

含む８文字以上の文字列としてください。

メールアドレスの登録画面にて、メールアドレスを入力し、

下部の をクリックします。

・メールアドレスの登録は必須ではありません。

登録をしない場合は、空欄のまま を

クリックしてください。

・メールアドレスを登録すると、③初期パスワードの変更にて登録

したパスワードを忘れた場合にパスワードの再発行ができます。

詳しい方法は、 変更したパスワードを忘れてしまった場合

（10ページ目）をご覧ください。

・メールアドレスを登録すると、メールアドレス登録成功時、

調査回答完了時などに通知メールが自動送信されます。

厚生労働省より個別にメールをお送りすることはございません。

【補足】

③

④



既にご回答頂いている場合、ここに回答済と表示されます。

内容の確認・変更を行う場合はこちらをクリックしてください。

（⑩回答状況の確認の画面に移動します。）
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⑤連絡先情報の確認

メールアドレスを登録すると、登録後に
確認メールが送信されます。

メールアドレスを修正する場合は を、

次に進む場合は をクリックします。

メールアドレスを修正する場合

（④メールアドレスの登録の画面へ移動します。）

次に進む場合

（⑥調査票一覧の画面へ移動します。）

⑥調査票一覧

調査票一覧画面が表示されたら、障害年金受給者実態調査をクリックします。

調査票が表示されますので、各設問にご回答ください。（⇒⑦調査の回答）

はじめて回答する場合

（⑦調査の回答の画面に移動します。）

202５-11-3０

メールアドレスを登録しない方は、メールアドレス欄が空欄

となりますが、そのまま をクリックします。
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⑦調査の回答

調査の回答をするとき

（１）調査票の画面が表示されたら、各設問に回答します。

（２）回答を終えましたら をクリックします。

調査票一覧へ：

（⑥調査票の一覧の画面へ戻ります。）

回答が完了した場合⇒回答の送信：

（⑧回答の修正・送信の画面へ移動します。）

クリア：

入力した全項目の

内容を消去します。

（１） （２）

をクリックした後に

と表示された場合、不備がある問・回答の部分が赤色に染まり、赤文字でエラーメッセージが

表示されます。 をクリックし、回答の修正を行ってください。

（⑧回答の送信・修正をご参照ください。）

【補足】
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⑧回答の送信・修正

⑦調査の回答にて をクリックすると、メッセージが表示されます。

メッセージに従い、回答の送信、あるいは修正を行ってください。

回答に不備がある場合

回答を修正

本メッセージが表示されれば回答完了

【補足】

回答に不備がある場合、不備がある回答の部分が赤色に染まり、赤文字でエラーメッセージが

表示されます。 をクリックし、回答の修正を行ってください。

また、出現するエラーメッセージは６ページのとおりです。メッセージに従って修正を行ってください。

なお、回答に不備がある場合でも、回答の修正を行わない場合には をクリックする

ことで回答を送信することができます。

回答に問題がない場合
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１）「回答されていません。」

必須回答の問が未回答である場合に表示されます。

２）「働いている方の数が問８の世帯の人数を超えています。」

【問９の有業人員数】の質問項目で選択した人数にご本人様（１人）を加えた

人数が、【問８の世帯人員数】の質問項目で選択した人数を超えている場合に

表示されます。

３）「問１３では、生活保護を受けていないと回答されています。」

【問１２の世帯の主な収入の種類】の質問項目で「７．生活保護」を選択し、

【問１３の生活保護の受給】の質問項目で生活保護を「２．受けていない」と

回答した場合に表示されます。

４）「問４では、現在、収入のある仕事（作業）をしていないと回答されています。」

【問４の仕事（作業）の有無】の質問項目で「２．していない」を選択し、

【問１２の主な収入の種類】の質問項目で「１．あなたの働きによる収入」と

回答した場合に表示されます。

５）「問４のご自身の労働による収入が世帯の収入を超えています。」

【問４の仕事（作業）の有無】の質問項目で選択した収入額が、【問１４の世帯

の収入】の質問項目で選択した収入額を超えている場合に表示されます。

エラーメッセージ一覧



状況欄が未回答となっている場合、回答が登録されておりません。

⑥調査票の一覧～⑧回答の送信・修正に従い、ご回答ください。

以前回答した内容の確認・更新をするとき

⑨調査票の一覧

調査票一覧画面にて、電子調査票欄の障害年金受給者実態調査をクリックします。

⑩回答状況の確認

回答状況画面が表示されたら、 を

クリックします。

7

202５-11-3０

202５-11-23 16:40

（⑨調査票一覧の画面へ戻ります。）

回答済みの内容をクリアし、改めて回答を行う場合

（⑦調査の回答の画面へ移動します。）

回答内容の確認・更新

を行う場合

（⑪調査の回答の画

面へ移動します。）

前回ご回答いただいた日時が表示されます。



（１）以前回答した内容が表示されます。

（２）回答の更新を行う場合は、回答を変更した後 を

クリックしてください。
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⑪調査の回答

調査票一覧へ：

（⑥調査票の一覧の画面へ戻ります。）

回答が完了した場合⇒回答の送信：

（⑧回答の修正・送信の画面へ移動します。）

クリア：

入力した全項目の

内容を消去します。

（１） （２）

をクリックした後に

と表示された場合、不備がある問・回答の部分が赤色に染まり、赤文字でエラーメッセージが

表示されます。 をクリックし、回答の修正を行ってください。

（⑧回答の送信・修正をご参照ください。）

【補足】



⑫回答の更新

（１）調査票回答の更新確認画面にて、 をクリックします。

（２）「調査票を受け付けました。ご回答ありがとうございました。」と書かれた

画面が表示されたら回答の修正は完了です。

（１） （２）

9

2025年 １１月 23日
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変更したパスワードを忘れてしまった場合

【問い合わせ先】障害年金受給者実態調査コールセンター

電 話：0120 – 963 - 986

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く）

※お問い合わせの際は、調査名【障害年金受給者実態調査】をお伝えください。

⑬ログイン画面

パスワード再発行へ
をクリック

（１） （２）

（１）政府統計オンライン調査総合窓口（https://www.e-survey.go.jp/）にアクセスし、

パスワードを忘れてしまった場合はこちらをクリックします。

（２） をクリックします。

○調査対象者ID（整理番号）、およびメールアドレス（連絡先情報として登録したもの）が分かっている

パスワードの再発行が可能です。以下の⑬～⑮の作業を行ってください。

○調査対象者ID（整理番号）、またはメールアドレス（連絡先情報として登録したもの）が分からない

○メールアドレスを登録していない

以下にお電話にてお問い合わせください。

パスワードを忘れてしまった場合はこちら
をクリック

https://www.e-survey.go.jp/


政府統計コード：

調査対象者ID ：郵送された調査票の整理番号（５桁の数字）

メールアドレス：以前ログインした際に連絡先情報として

登録したもの

9 n j f  または 9 N J F

整理番号

パスワード

※ 整理番号・パスワードは、オンラインでの回答
　　の際に必要となります。詳しくは、別紙「オン
　　ラインでの回答手引き」をご覧ください。

厚生労働省年金局

⑭情報の入力

政府統計コード、調査対象者ID、メールアドレスを入力し、 を

クリックします。

調査対象者ID

⑮パスワードの再発行
パスワードの再発行に成功すると、再発行パスワードを記載したメールが届きます。

をクリックすると、ログイン画面に戻ります。

再発行したパスワードをもとに、ログインをしてください。
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再発行されたパスワード

AGHw
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